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船舶事故調査報告書 

 

                               令和５年３月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年１０月１６日 １３時０３分ごろ 

発生場所 長崎県南
みなみ

島原
しまばら

市瀬詰
せ づ め

埼西方沖 

 瀬詰埼灯台から真方位２８１°４.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°３６.３′ 東経１３０°０４.９′） 

事故の概要  漁船第三静山
せいざん

丸は、南西進中、また、漁船海
かい

誠
せい

は、操業を行いなが

ら低速力で東進中、両船が衝突した。 

 第三静山丸は、左舷船首部外板に亀裂等を生じ、また、海誠は、船

首部両舷ブルワークに破口等を生じた。 

事故調査の経過  令和４年１０月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第三静山丸、５.８トン 

   ＮＳ２－１０６４１（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.９８ｍ（Lr）×２.７３ｍ×０.９１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、３５５.００kＷ、平成２年１２月６日 

   第２９２－３４０５０号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 海誠、４.１６トン 

   ＮＳ３－６５８６９（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.７３ｍ（Lr）×２.２４ｍ×０.７７ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１６９.１７kＷ、昭和５３年１１月３０日 

   第２９２－３７８９１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ７７歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  昭和６１年８月２８日 

      免許証交付日 平成３０年１０月９日 

            （令和５年１２月７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ６２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

   免許登録日 平成１６年１０月１４日 

免許証交付日 令和元年５月２２日 

           （令和６年１０月１４日まで有効） 
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 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に亀裂及び擦過傷 

Ｂ 船首部両舷ブルワークに破口等（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 ほぼ高潮時 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、たちうお
．．．．

漁の目的で、令和４年

１０月１６日０４時３０分ごろ長崎県長崎市網場
あ ば

漁港の係留場所を出

航し、瀬詰埼北西方沖の漁場に向かい、同漁場で操業を行った後、漁

場を移動することとした。 

Ａ船は、魚群探知機、ＧＰＳプロッター及び１Ｍレンジに設定した

レーダーをそれぞれ作動させ、船長Ａが、レーダーと目視で周囲を確

認し、前路に航行の支障となる船舶を認めなかったので、操縦席に腰

を掛け、１２時５８分ごろ次の漁場に向けて南西進を開始した。 

船長Ａは、魚群探知機で魚群探索を行いながら、約１７～１８ノッ

ト（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、手動操舵により南西進

中、１３時０３分ごろ衝撃を感じ、Ａ船が停止したので、茫然
ぼうぜん

として

いたところ、船長Ｂに声を掛けられて我に返り、周囲を見て、Ａ船が

Ｂ船に乗り上がっていることを知った。 

船長Ａは、船長Ｂから事故全体の写真を撮るよう依頼され、スマー

トフォンを操作しようとしたが上手くいかなかった。 

船長Ｂは、自らＡ船に移乗して写真を撮ることにした。 

船長Ａは、船長ＢをＡ船に移乗させた後、Ｂ船が船首部から浸水し

始めたのを認め、漁業用無線で僚船に救助を求めるとともに自身が所

属する漁業協同組合に本事故発生の連絡を行った。 

Ａ船は、Ｂ船が沈没して航行可能な状態となり、船長Ｂを乗せて自

力で航行して網場漁港に向かった。 

船長Ａは、１７日海上保安庁に本事故発生の通報を行った。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、たちうお
．．．．

漁の目的で、１６日０

５時００分ごろ長崎市戸石
と い し

漁港の係留場所を出航し、瀬詰埼西方沖の

漁場に向かった。 

船長Ｂは、０６時００分ごろ漁場に到着し、スパンカーを掲げ、操

業を繰り返し行っていた。 

船長Ｂは、１２時５０分ごろ左舷船尾部に設置してある椅子に右舷

方を向いて腰を掛け、船尾部から漁具の投入を行いながら約０.３kn

の速力で自動操舵により東進中、衝撃音が聞こえたので、Ｂ船の前部

甲板を見たところ、同甲板に乗り上げて停止しているＡ船を認めた。 

船長Ｂは、立ち上がってＡ船を覗き込み、Ａ船に向かって３～４回

声を掛けると、船長Ａが操縦室から出て来て、無事であることを確認

した。 

Ｂ船は、船長ＢがＡ船に移乗した後、沈没した。 



- 3 - 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、漁場を発進する際、１Ｍレンジに設定したレーダーで周

囲を確認したが、Ａ船から約１.５Ｍ離れていたＢ船の映像が表示さ

れず、また、目視により周囲を確認したものの、Ａ船の進行方向に他

船を認めなかったので、前路に航行の支障となる船舶はいないと思

い、魚群探索に意識を向けながら航行し、衝突するまでＢ船に気付か

なかったと本事故後に思った。 

船長Ｂは、令和２年３月に勤務先を定年退職し、同年４月から漁業

兼遊漁船業を始め、春ごろから１２月ごろまでの間、たちうお
．．．．

漁を 

行っており、令和４年に瀬詰埼西方沖の漁場で操業を行うのは３回目

であった。 

船長Ｂは、漁業を始めて間がなかったので、操業に慣れておらず、

他の漁師に比べて漁具の投入などに時間を要していた。 

船長Ｂは、ふだんからたちうお
．．．．

漁の漁具の投入に約１０分要してお

り、約２分毎に漁具の投入を止めて立ち上がり、身体を左右に捻
ひね

って

周囲の確認を行っており、本事故時も同様に周囲を目視で確認してい

た。 

船長Ｂは、衝突の約２分前、漁具の投入を止め、立ち上がって周囲

を見渡していたが、Ａ船を見た記憶がなく、Ａ船の記憶がないのは、

Ａ船の船首がＢ船に向いておらず、Ａ船との衝突の危険を感じなかっ

たからではないかと本事故後に思った。 

船長Ｂは、本事故時、視界が良かったので、レーダーを作動させて

いなかったが、レーダーを作動させていれば左舷船尾部から操舵室内

のレーダー画面を見ることができるので、Ｂ船に向かって接近して来

る態勢のＡ船の映像を確認できたのではないかと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、瀬詰埼西方沖を南西進中、船長Ａが、前路に航行の支障と

なる船舶はいないと思い、魚群探知機を使用して魚群探索に意識を向

けて航行を続けたことから、前路で操業中のＢ船に気付かず、Ｂ船と

衝突したものと推定される。 

船長Ａは、南西進を開始する際、１Ｍレンジに設定したレーダーで

周囲を確認したが、Ａ船から約１.５Ｍ離れていたＢ船の映像が表示

されず、また、目視により周囲を確認したものの、Ａ船の進行方向に

他船を認めなかったことから、前路に航行の支障となる船舶はいない

と思ったものと考えられる。 

Ｂ船は、瀬詰埼西方沖で操業を行いながら低速力で東進中、船長Ｂ

が、左舷船尾部に設置してある椅子に右舷方を向いて腰を掛け、船尾
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部から漁具の投入を行いながら航行を続けたことから、自身の左後方

付近からＢ船に向かって接近してくるＡ船に気付かず、Ａ船と衝突し

たものと考えられる。 

船長Ｂは、操業に慣れておらず、時々椅子から立ち上がって周囲を

見渡しながら操業を行っていたが、自身の左後方付近からＢ船に向 

かって接近してくるＡ船を認識できなかったことから、船尾部から漁

具の投入を行いながら航行を続けたものと考えられる。 

船長Ｂは、衝突の約２分前、目視のみで周囲を確認した際、Ｂ船と

Ａ船との距離が約１,１００ｍであったものの、Ａ船との衝突の危険

を感じなかったことから、Ａ船がＢ船に向かって接近してくる態勢で

あることを認識できなかった可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、瀬詰埼西方沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が操業を

行いながら低速力で東進中、船長Ａが、前路に航行の支障となる船舶

はいないと思い、魚群探索に意識を向けて航行を続け、また、船長Ｂ

が、左舷船尾部に設置してある椅子に右舷方を向いて腰を掛け、漁具

の投入を行いながら航行を続けたため、互いに接近していることに気

付かず、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・漁船の船長は、航行中、魚群探索に意識を向け過ぎず、常時、周

囲の見張りを適切に行うこと。 

・漁船の船長は、操業中であってもレーダーを作動させ、目視のみ

に頼らず、常時、周囲の見張りを適切に行うこと。 

・船長は、事故発生後、速やかに海上保安庁に通報を行うこと。 



 

 

      付図１ 事故発生経過概略図 
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長崎県 

事故発生場所 

（令和４年１０月１６日 

 １３時０３分ごろ発生） 
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